
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治 癒 報 告 書 

学校長 様 

   年  氏名              

 

 上記の者の下記疾患は、治癒しており他に感染のおそれはないことを報告します。 

記 

 １ 疾患名 コロナウイルス感染症 

 ２ 受診した医療機関名  

 ３ 医療機関診断日   令和   年   月   日 

 

  ４ 次の（１）（２）の太枠のうち遅い方の日から登校可能となります。 

（１）発症後、５日間を経過した 

発症日 発症後1日目 発症後2日目 発症後3日目 発症後4日目 発症後5日目 ★発症後6日目 

月  日 月  日 月  日 月  日 月  日 月  日 月  日 

 

 

（２）症状が軽快した後、１日を経過した 

軽快した日 軽快後1日目 ☆軽快後２日目 

月  日 月  日 月  日 

 

令和   年   月   日 

 

保護者氏名（自署）              

登校可能日 マスク着用期間 

月  日 月  日まで 

保護者様 

コロナウイルス感染症による出席停止について 
三岳小学校  倉澤 啓    

 

 お子様がコロナウイルスに罹患したことから、病気の悪化と他の児童への感染拡大を防ぐため、「発症

した後５日間を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」の間、出席停止の措置を指示し

ます。この間は家庭で安静を保ち、症状が無くなるまでしっかりと治してから登校させてください。た

だし、発症又は検体採取から１０日を経過するまでは、マスクの着用をお願いいたします。 

 発症日については、発熱やのどの痛み、咳等の普段と異なる症状が出現した日となります。 

 また、登校の際は以下の治癒報告書を保護者の方が記入して、学校に提出してください。学校保健安

全法の規定により登校停止となった間は、欠席の扱いとはなりません。 

 なお、同居のご家族が感染された場合、濃厚接触者とはなりませんが、同居家族の発症から７日を経

過するまでは、健康観察を行いマスクの着用をお願いいたします。 
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